
 

 

 

平成１９年度自転車環境負荷物質モデル分析調査 

実施報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年３月 

 

 

 

財団法人 自転車産業振興協会 

 
 
 
 

 
この事業は競輪の補助金を受けて実施したものです 

http://ringring-keirin.jp/ 

 



はじめに  

 

当協会では、平成１９年度自転車産業活性化のための基盤強化

等補助事業として、自転車環境対策に係わる自転車環境負荷物質

モデル分析調査事業を実施しました。  

本事業では、自転車および自転車部品の環境対策向上のため、

使用されている部品の環境負荷物質含有状況等のデータを収集

するとともに、当協会発行の「自転車製品アセスメントマニュア

ルガイドライン（平成１７年度改定版）」との整合を図るために

代替部品調査を実施しました。併せて、他業種の環境負荷物質削

減の取り組み状況についても調査を行い、本報告書に取りまとめ

ました。  

なお、環境負荷物質含有状況の調査に際しては、シティ車およ

び電動アシスト自転車における自転車構成部品の内、一部の部品

およびパーツを対象にモデル分析調査（表 B－１参照）を実施し

たものであり、本調査結果は、自転車の車種全体及び自転車構成

部品の全部品を対象に分析調査したものではありません。  

本報告書が、自転車の環境負荷物質使用の回避・削減対策に活

用いただくとともに、製品づくりの参考としていただければ幸い

であります。  

 

財団法人  自転車産業振興協会 

会 長  阿 部 忠 壽  
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Ａ 経緯と目的 

 

 近年、ＥＵ（欧州連合）では国内で生産されるものおよび海外から輸入するものに対し、

特定有害物質を排除しようとする機運が高まり、電気電子製品では有害物質を含有した製

品を市場に入れないためのＲｏＨＳ指令や廃電気電子製品より環境破壊を防止するための

ＷＥＥＥ指令により規制している。また、使用済み自動車では特定有害４物質を規制する

ためのＥＬＶ指令や、化学製品、自動車、電機等幅広い産業において、約３万種類の化学

物質を管理するためのＲＥＡＣＨ規則等により規制が進められている。これらの指令や規

則は、製品に含まれる有害物質を削減する必要性や製品が廃棄される際の分別回収の必要

性を盛り込み、リサイクルされたときに、有害物質が残存する危険性や環境に与えるリス

クを回避する目的もある。 

一方自転車においては、国内の流通量は１年間に一千万台にも上るが、今のところＲｏ

ＨＳ指令により指定されている環境負荷物質については規制されておらず、含有、非含有

が確認されているという状況ではない。しかし、環境問題は、社会的にも大きな課題であ

り、今後自転車業界においてもＲｏＨＳ指令のような環境負荷物質使用の回避、削減、管

理を求められる可能性もある。そのような背景から、平成１７年度には自転車製品アセス

メントマニュアルガイドライン（平成１３年度作成）に、環境負荷物質の使用に関する指

針等を追加した改定版が用意された。 

このガイドラインを基にして、 

① 全車種の内、シティ車および電動アシスト自転車の２車種、１１台に限定 

② 自転車構成部品の内、一部の部品およびパーツを対象（表Ｂ－１参照） 

以上の前提条件で、水銀、鉛、カドミウム、六価クロム等の含有状況のモデル分析調査

を実施した。このため、本調査結果は、自転車の車種全体および自転車構成部品の全部品

を対象に分析調査したものではない。 

一方、社団法人自転車協会では環境にやさしい自転車を目指し、平成２０年１０月より

自転車構成部品の全部品を対象に、自転車協会制定の自転車安全基準並びにスポーツ用自

転車安全基準に環境負荷物質使用の回避、削減を求める規定を追加することとしており、

自転車業界でも緒に就いたところである。これらを解決するためには様々な問題があり、
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そのひとつである代替部品対応の一助とするために、前述のモデル分析調査により判明し

た環境負荷物質含有・非含有の部品について、促進耐光性試験を行い、環境負荷物質を非

含有とした時の影響を性能比較調査により実施した。さらに、環境負荷物質の使用を回避、

削減する際の技術的課題を模索するために他業種の取り組み状況を調査した。 
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Ｂ 自転車環境負荷物質モデル分析の方法と分析結果 

 

１．モデル分析対象部品の選定 

 モデル分析をする自転車の車種は、年間販売量の約７０％を占めているシティ車と臭素

系難燃剤が使用される可能性がある電動アシスト自転車（電動アシスト部のみ）とした。

また、それらのメーカーについてシティ車は、日本製として３社の完成車メーカー、中国

製として５社の完成車メーカーの計８台を選定し、電動アシスト自転車は日本製の３台を

選定した。 

 完成車を構成する自転車部品の中から、モデル分析をする自転車部品として２０部品と

電動アシストの電気関係部品の 1 部品を選定した。さらに、均質材料ごとに分析する必要

があるため、部品を構成しているパーツを細かく分類し検討した結果、２１部品の内訳を

４６パーツとした（表Ｂ－１）。選定した８台分の自転車部品および電動アシスト自転車の

電気関係部品を写真Ｂ－１～Ｂ－８に示す。 

 次に、分析用自転車に取り付けられている部品およびパーツの製造メーカー名、製造年

月、色等の調査により重複部品を排除し、分析する２３０試料を決定した。部品メーカー

調査による原産国一覧を表Ｂ－２に示す。 

 

   

写真Ｂ－１ 供試用部品（１）       写真Ｂ－２ 供試用部品（２） 
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写真Ｂ－３ 供試用部品（３）      写真Ｂ－４ 供試用部品（４） 

  

写真Ｂ－５ 供試用部品（５）      写真Ｂ－６ 供試用部品（６） 

  

写真Ｂ－７ 供試用部品（７）      写真Ｂ－８ 供試用部品（８） 
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1 塗料（顔料、添加剤）

2 シール（インク）

2 フレーム部品 3 ヘッド部品（中ナットのめっき）

4 樹脂製トップ

5 クッション材（樹脂）

6 やぐらのめっき

7 樹脂製ペダル体

8 ペダル軸のめっき

5 ブレーキレバー 9 樹脂製レバー

10 インナーワイヤ（めっき、表面処理剤）

11 樹脂製アウターワイヤ

12 ニップル（ダイキャスト）

13 本体（戻しばねのめっき)

14 ブロック（樹脂の添加剤）

15 舟のめっき

16 本体(ドラムのめっき)

17 ライニング（樹脂の添加剤）

9 ギヤクランク 18 本体(ギヤ板のめっき)

10 にぎり 19 樹脂製本体

20 金属製どろよけ（カラー鋼板）

21 先端チップ、樹脂製どろよけ

22 ハブ軸のめっき

23 ナット類のめっき

13 スポーク 24 スポーク線のめっき

25 樹脂製ヘッドケース

26 電球接点

27 リード線（はんだ付）

28 リード線の樹脂皮膜

29 光センサーのセンサー部

30 樹脂製本体枠

31 樹脂製反射板

32 樹脂製本体および樹脂コーティング材

33 取付金具のめっき

17 チェーン引き 34 本体のめっき

18 チェーンケース 35 樹脂製ケース本体

19 ベル 36 樹脂製受皿

37 馬蹄錠(かんぬきのめっき)

38 かぎのめっき

39 かぎの樹脂カバー

40 電源スイッチ(樹脂製ケース)

41 電池（バッテリー）の樹脂カバー

42 制御基板

43 制御基板（はんだ付）

44 樹脂製充電器のケース

45 充電器（はんだ付）

46 樹脂製コネクタ

21 電動アシスト部

表Ｂ－１　分析部品および部品の分析部(パーツ)一覧

16 バスケット

20 錠

14 ランプ

15 リフレクタ

11 どろよけ

12 ハブ

4 ペダル

6 ブレーキワイヤー類

7 キャリパブレーキ

8 バンドブレーキ

部品の分析部（パーツ）

1 フレーム

3 サドル

部品№
パーツ
№

分析部品
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表Ｂ－２　環境負荷物質　モデル分析部品原産国※
１）
一覧

供試車

部品名

1 日本 中国 日本 日本 中国 中国 中国 日本

2 日本 中国 中国 中国 中国 中国 中国 日本

3 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 日本

4 日本 中国 中国 中国 中国 中国 中国 日本

5 中国 日本 中国 中国 日本 日本 日本 日本

6 日本 中国 中国 中国 中国 中国 中国 日本

7 中国 中国 中国 中国 日本 日本 日本 日本

8 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

9 日本 中国 中国 中国 中国 中国 中国 日本

10 中国 中国 日本 中国 日本 日本 中国 日本

11 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国

12 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

13 日本 中国 日本 中国 中国 中国 中国 日本

14 日本 日本 中国 中国 日本 日本 日本 日本

15 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

16 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国

17 日本 中国 中国 中国 中国 中国 中国 日本

18 日本 中国 中国 中国 中国 中国 中国 日本

19 日本 中国 日本 中国 中国 中国 中国 日本

20 中国 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

21 日本 日本 日本

網掛けセル:

※
１）
:

№ １ ２ ３

ブレーキレバー

６ ７ ８４ ５

フレーム

フレーム部品

サドル

ペダル

バスケット

チェーン引き

ブレーキワイヤー類

キャリパブレーキ

バンドブレーキ

ギヤクランク

にぎり

どろよけ

ハブ

スポーク

ランプ

リフレクタ

原産国は完成車メーカーの聞き取り調査による

チェーンケース

ベル

錠

(電動)アシスト部

精密分析によりＲｏＨＳ指令に規定されている閾値を超えた部品(構成
パーツ含む)
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写真Ｂ－９ 蛍光Ｘ線（ＥＤＸ）分析装置 

２． 分析方法 

２．１ 定性分析（スクリーニング） 

はじめに、２３０試料全てにつ

いてスクリーニングの最も一般

的な分析方法である蛍光Ｘ線（Ｅ

ＤＸ）による定性分析を行い、Ｒ

ｏＨＳ指令において規制対象と

なっている環境負荷物質（カドミ

ウム、鉛、水銀、六価クロム、Ｐ

ＢＢ、ＰＢＤＥ）の含有の有無を

調べた。ＥＤＸによる定性分析で

は、測定試料の材質、形状や厚み

等により含有濃度の測定値のばら

つきが大きいことから、今回の調査ではＥＤＸによるスペクトルに目的元素のピークが認

められ、そのピーク強度が理論強度から求められる標準偏差の３倍以上のものについては

ＲｏＨＳ指令の閾値以下であっても検出とみなした。定性分析結果の一例を表Ｂ－３に示

す。 

蛍光Ｘ線による定性分析法の概要は、一般的には試料を切断、粉砕などの試料調製を行

い、所定の体積、重量の試料を採取し、分析装置にセットすることにより、簡易的に含有

元素の分析を行う。 

測定原理はＸ線管球から一次Ｘ線を測定用試料に照射し、構成する原子を励起する際（原

子等が、安定した状態から他の相互作用によって高いエネルギー状態に移る）に放射され

る元素固有の特性Ｘ線（二次Ⅹ線と呼ばれる蛍光Ｘ線）の強度を測定することで含有元素

の種類と濃度を推測する。しかし化合物の評価や価数の異なる元素ごとの定性分析は困難

であるため、六価クロムと臭素系難燃剤については全クロムおよび全臭素での評価となる。

分析装置を写真Ｂ－９に、蛍光Ｘ線による試料調製フローチャートを図Ｂ－１に示す。 

次に、ＥＤＸで検出と判定されたものについては全て精密分析を行った。精密分析は、

カドミウムと鉛はＩＣＰ発光分光分析法により、水銀は加熱気化（金アマルガム捕集）原

子吸光分析法により、六価クロムはジフェニカルバジド吸光光度法により、ＰＢＢ、ＰＢ

ＤＥはガスクロマトグラフ質量分析（ＧＣ－ＭＳ）法によりそれぞれ分析を行った。 
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表Ｂ－３ 定性分析結果の一例 

 

 図Ｂ－１ 蛍光Ｘ線による試料調製フローチャート
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２．２ カドミウム、鉛の精密分析 

カドミウム、鉛は、ＩＣＰ発光分光分析法により精密分析を行った。ＩＣＰ発光分光分

析法の概要は次のとおりである。 

前処理として、試料に応じて硝酸、塩酸、フッ化水素酸、過酸化水素水などの存在下で

の湿式加熱分解（加圧分解を含む）、硫酸存在下での灰化分解、マイクロウェーブによる低

温灰化分解を行い、溶液試料を調製する。残渣による沈殿物が生じた場合はフッ酸分解、

アルカリ溶融分解などによって沈殿物を再溶解し、溶液化して分析に供する。調製した溶

液試料をＩＣＰ発光分光分析装置に導入し、高温アルゴンプラズマ中に溶液試料を噴霧す

ると溶液中の元素は熱エネルギーにより励起され、発光する。この光を分光器で元素特有

のスペクトルに分け、そのスペクトルの強度と、標準溶液によって作成した検量線とから

溶液試料中のカドミウム、鉛の濃度の測定値を読み取り、試料中の目的元素を精密に定量

する。ＩＣＰ発光分光分析による測定分析方法のフローチャート（例）を図Ｂ－２に示す。

 

 図Ｂ－２ ＩＣＰ発光分光分析による測定分析方法のフローチャート（例） 
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図Ｂ－３ 加熱気化（金アマルガム捕集）原子吸

光分析法による測定分析方法のフロー

チャート 

２．３ 水銀の精密分析 

水銀は、加熱気化原子吸光分析法によ

り精密分析を行った。加熱気化原子吸光

分析法の概要は次のとおりである。 

試料を細分化し、専用の試料受け皿

（試料ボード）に乗せる。これを燃焼管

内で専用の添加剤とともに加熱燃焼し、

その燃焼ガス中の水銀化合物を金属水

銀蒸気に還元後、専用のセル（捕集管）

に導入する。測定方法は、専用のセルに

導入された水銀蒸気層に適切な波長の

光を照射し、原子エネルギー共鳴吸収

（メスバウアー効果）を利用して測定す

る。これは、基底状態（分子や原子など

がとり得るエネルギーが最も低い状態）

にある原子はその原子に特有の波長の

光を吸収して励起される現象を利用し

ている。加熱気化（金アマルガム捕集）

原子吸光分析法による測定分析方法の

フローチャートを図Ｂ－３に示す。 

 

２．４ 六価クロムの精密分析 

 六価クロムは、ジフェニルカルバジド吸光光度法により精密分析を行った。ジフェニル

カルバジド吸光光度法の概要は次のとおりである。 

試料調製として試料を切断、粉砕し、純水またはイオン交換水にて振とう抽出または５

分ほどの煮沸抽出を行い、測定溶液を作製する。 

測定方法は、測定溶液に試薬を添加し、赤色またはピンク色に発色させた後、光（単色

光：波長５４０ｎｍ）を当ててその吸収スペクトルを測定し、吸収強度より試料物質の濃

度を定量測定する。光は光子と呼ばれるある一定のエネルギーを持った粒子と考えられ、

光子が化学種に吸収されるためには両者の衝突が必要である。その衝突回数は光子の数（光
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図Ｂ－４ ジフェニルカルバジド吸光光度

法による測定分析方法のフローチャ

ート 

の強さ）と化学種の数の積に比例すると

いう法則(ランベルト・ベールの法則)

を利用している。ジフェニルカルバジド

吸光光度法による測定分析方法のフロ

ーチャートを図Ｂ－４に示す。 

 

２．５ ＰＢＢ、ＰＢＤＥの精密分析 

 ＰＢＢ、ＰＢＤＥは、ガスクロマトグ

ラフ質量分析（ＧＣ－ＭＳ）法により精

密分析を行った。ガスクロマトグラフ質

量分析法の概要は次のとおりである。 

前処理として、粉砕した試料をヘキサ

ンなどの有機溶媒で溶解抽出し、その後

シリカゲルカラム処理を行い、測定溶液

を作製する。 

 この分析方法で使用する計測器は、ガ

スクロマトグラフ（ＧＣ）と質量分析計

（ＭＳ）という２種類の分析機器を組み

合わせた複合機である。測定方法は、試

料注入部を通じて測定溶液を導入する

と、注入口全体は高温（２００～３０

０℃）に保持されているため、目的物質

を抽出した測定溶液は注入口で気化さ

れ、ガスの状態でカラムと呼ばれる分離

管（内径０．１～０．５ｍｍ、長さ１０

～６０ｍ）に導かれる。ガス状の試料は

ヘリウムガスなどのキャリアガスの流

れに乗ってカラム内を移動する。カラム

内面には特殊な化学物質が塗布されて

おり、この化学物質相との間で気液配分
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図Ｂ－５ ガスクロマトグラフ質量分析の前処理から分

析までのフローチャート 

を繰り返しながら、カラム

内を移動していく。このと

き、それぞれの化学物質の

気液配分の度合い（液相と

の相互作用の強さの違い）

は化学物質の種類により

異なるため、カラム内を移

動する速度も異なる。一方、

質量分析計は化学物質を

電子イオン化法等により

イオンの形に変換し、それ

らのイオンをその質量電

荷比によって分離し、その

質量電荷比の値を計測す

る装置である。この２種類

の計測器より得られたデ

ータは時間軸、質量軸およ

び強度軸の３軸を持つ３

次元的なもので、コンピュ

ータにより処理される。ガ

スクロマトグラフ質量分

析の前処理から分析まで

のフローチャートを図Ｂ－５に示す。 

   

３．分析結果 

 最初に選定した２３０試料について蛍光Ｘ線による定性分析を行い、検出と判定した試

料についてはすべて精密分析を行った。その結果、カドミウムが基準値超検出（ＲｏＨＳ

指令の閾値を超えて検出された測定値）されたのは２３０試料の内６試料、鉛は５試料、

水銀、六価クロム、ＰＢＢ、ＰＢＤＥはゼロであった。精密分析結果を表Ｂ－４に示す。

表Ｂ－４中の分析結果の数値は基準値超検出の測定値で、一つの枠に複数の数値があるも
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のはその数の試料が、検出されたことを示している。また、含有割合は環境負荷物質を基

準値超検出した試料数を定性分析数で除した値である。 

なお、部品は半数近くの割合で日本メーカーの部品が使用されていたが、その生産国調

査の結果、完成車メーカーでの部品生産国の調査結果と実際の生産国との相違（部品は日

本のメーカー名であるが、パーツは海外で生産している等）が判明し、正確な生産国が特

定できないため、生産国による比較は行うことができなかった。 

 

３．１ カドミウム 

カドミウムは樹脂、塗料およびオートライトの光センサー等に含まれるといわれている１）。 

分析結果は、ＲｏＨＳ指令の閾値である 100μｇ／ｇ（以下ｐｐｍとする）を基準とし、基

準値超検出されたパーツは、サドルの樹脂製トップ１件、ランプの光センサー１件および

錠のかぎのめっき４件の計６試料で、基準値超検出率は２．６％であった。 

なお、錠のかぎのめっきからカドミウムが検出されたのは、今回の精密分析において前

処理として酸により、めっき層だけではなく母材も溶解して溶液試料としているため、母

材中の含有が疑われた。そこで、母材の材質調査を行ったところ銅合金である黄銅である

ことが判明した。黄銅は不純物としてカドミウムや鉛を含有している場合があるため、母

材中のカドミウムが検出されたものと思われる。しかし、カドミウムは不純物であっても

閾値は 100ｐｐｍであり、基準値超検出と判定した。 

 

３．２ 鉛 

鉛は、電球の接点、リード線の端末処理、電動アシスト自転車の制御基板や充電器のは

んだ、樹脂および塗料等に含まれるといわれている１）。 分析結果は、ＲｏＨＳ指令の閾値

である 1,000ｐｐｍを基準とし、基準値超検出されたパーツは、にぎりの樹脂製本体１件、

どろよけの先端チップ２件、ランプの電球接点１件、ランプのリード線（はんだ）１件の

計５試料で、基準値超検出率は２．２％であった。 

錠のかぎのめっきは、分析を行った５試料すべてについて 2,500～19,000ｐｐｍという非

常に高い値で鉛が検出されたが、かぎはカドミウムの項で述べたように、母材は黄銅であ

ることが判明しており、不純物として鉛を含有している場合があり、今回もそれが検出さ

れたものと思われる。ただし、鉛はＲｏＨＳ指令では 40,000ｐｐｍまで銅合金中の不純物

として許容されているため、錠のかぎのめっき部分については、今回の分析では基準値超
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検出とは判定しなかった。 

 

３．３ 水銀 

水銀およびその化合物は、にぎり、サドル、ブレーキアウターケーブル等の樹脂性部品

の添加剤として使用されているといわれている１）。 基準はＲｏＨＳ指令の閾値である

1,000ｐｐｍとしたが、今回の分析では基準値超検出されたものはなく、また、定量（測定）

限界である 0.1ｐｐｍを超えたものもなかった。 

 

３．４ 六価クロム 

自転車は雨天時にも乗車し、その保管も雨ざらしの場合が多い。そのため、金属部品や

パーツにはめっきや塗装の防錆処理を行って金属表面を保護している。特に小ねじ、ナッ

ト、座金類、スポーク、キャリパーブレーキの戻しばねや舟、部品の取り付け金具等はク

ロメート処理を施しているものがあり、それらから検出されるといわれている１）。 基準は

ＲｏＨＳ指令の閾値である 1,000ｐｐｍとしたが、今回の分析では基準値超検出されたもの

はなく、又、定量限界である５ｐｐｍを超えたものもなかった。これは、分析対象物の均

質物質の定義が絡んだ問題があり、考察の項で詳細を述べる。 

 

３．５ ＰＢＢ（ポリ臭化ビフェニル）、ＰＢＤＥ（ポリ臭化ジフェニルエーテル） 

臭素系難燃剤であるＰＢＢおよびＰＢＤＥは電動アシスト自転車のバッテリー、充電器、

コネクタ類から検出されるといわれている１）。 また、廃家電や廃自動車に使用されていた

臭素系難燃剤を含有する樹脂のリサイクルによる混入も疑われる。基準はＲｏＨＳ指令の

閾値である 1,000ｐｐｍとしたが、ＰＢＢおよびＰＢＤＥともに、今回の分析では基準値超

検出されたものはなかった。しかし、電動アシスト自転車の樹脂製コネクタより、ＰＢＤ

Ｅが閾値の５０％を超える 530ｐｐｍ検出されたものが１件あったが、意図的に添加された

ものか、リサイクル材の混入等かの理由は不明であった。 

 

４．考察 

 今回、環境負荷物質モデル分析を行った結果、全体での基準値超検出件数は１１件であ

った。なお、環境負荷物質を含有するためＲｏＨＳ指令やＥＬＶ指令等により使用できな

くなった樹脂がリサイクル材として多用されていることも懸念されたが、予想よりも少な
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かった。 

また、自転車の多くの鉄製部品の防錆処理は耐食性能が非常によい六価クロムを含有し

ているクロメート処理が多いといわれており、今回の分析ではＲｏＨＳ指令の閾値である

1,000ｐｐｍを基準とし判定を行ったが、５ｐｐｍを超えたものでさえ１件も検出されなか

った。 

これは、均質物質の定義の解釈によるものであるが、ＲｏＨＳ指令には詳細に記載され

ていない。表Ｂ－４中の定量分析結果の単位からもわかるように、欧州連合（ＥＵ）Ｒｏ

ＨＳ技術適合委員会（ＴＡＣ）は均質物質の重量中の環境負荷物質の重量を測定すると提

案している。この均質物質をＴＡＣでは機械的に別々に分離できない材料と定義している。 

一方、六価クロムを含有するクロメート皮膜やそれに類似するめっきについては、単一

のクロメート層やめっき層だけを正確に分離し、精密分析することはできない。したがっ

て、一部の分析業者間では合議により分析方法の統一見解を探った結果、問題がないわけ

ではないが、防錆処理されたパーツの重量中の環境負荷物質の重量を測定し、含有濃度を

算出する方法を採用している。よって、本モデル分析調査においては、その方法を受け入

れ採用した。 

しかし、メーカーの中にはクロメート皮膜を含む下地めっきまでを均質物質とし、その

重量中の六価クロムの含有濃度を算出する方法を社内基準としているところもある。そこ

で、パーツ全体を均質物質とした場合と下地めっきまでを均質物質とした場合とで、六価

クロムの含有濃度として示される値にどの程度の差が生じるか、比較を行った。なお、め

っきの重量は、めっきの膜厚を測定し、体積と比重をかけ合わせて算出した。比較試料は

今回分析し、六価クロムの含有が疑われるキャリパーブレーキの戻しばね２種類である。

比較の結果、パーツ全体を均質物質とした場合はそれぞれ０．０６５ｐｐｍと０．２２３

ｐｐｍであった。一方、下地めっきまでを均質物質とした場合は、それぞれ１０．４ｐｐ

ｍと１３８ｐｐｍとなった。このことから、別の方法を採用しても、基準値超検出と判定

されるとは限らないことがわかった。 

このように、均質物質の捉え方により値が大きく異なっており、現在も均質物質の定義

の問題は関係学会、団体等で議論されている段階である。 

今回のモデル分析結果より、自転車部品には部品メーカーや型番等の違いにより何種類

もの部品が存在しそのすべてから環境負荷物質を検出した部品はなかったことから、現段

階でも、部品の選択次第では、環境負荷物質を含まない部品を使用することも可能なこと
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が確認できた。  

 

参考資料：１）財団法人自転車産業振興協会 自転車製品アセスメントマニュアル     

ガイドライン 平成 17年度改定版 
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表Ｂ－４　環境負荷物質　精密（定量）分析結果

含有割合

Cd Pb Hg Cr(Ⅵ) PBBs PBDEs （％）

1 塗料（顔料、添加剤） 8 0

2 シール（インク） 8 0

3 フレーム部品 ヘッド部品（中ナットのめっき） 7 0

4 樹脂製トップ 8 380 13

5 クッション材（樹脂） 8 0

6 やぐらのめっき 3 0

7 樹脂製ペダル体　 7 0

8 ペダル軸のめっき 1 0

9 ブレーキレバー 樹脂製レバー 5 0

10 インナーワイヤ（めっき、表面処理剤） 5 0

11 樹脂製アウターワイヤ 5 0

12 ニップル（ダイキャスト） 5 0

13 本体（戻しばねのめっき) 5 0

14 ブロック（樹脂の添加剤） 6 0

15 舟のめっき 4 0

16 本体(ドラムのめっき) 3 0

17 ライニング（樹脂の添加剤） 3 0

18 ギヤクランク 本体(ギヤ板のめっき) 4 0

19 にぎり 樹脂製本体　 10※ 7100 10

20 金属製どろよけ（カラー鋼板） 3 0

21 先端チップ、樹脂製どろよけ 7
8200
7600

29

22 ハブ軸のめっき 3 0

23 ナット類のめっき 3 0

24 スポーク スポーク線のめっき 5 0

25 樹脂製ヘッドケース 7 0

26 電球接点 4 640000 25

27 リード線（はんだ付） 5 370000 20

28 リード線の樹脂皮膜 7 0

29 光センサーのセンサー部 5 2000 20

30 樹脂製本体枠　 7 0

31 樹脂製反射板 6 0

32 樹脂製本体および樹脂コーティング材 5 0

33 取付金具のめっき 8 0

34 チェーン引き 本体のめっき 6 0

35 チェーンケース 樹脂製ケース本体 7 0

36 ベル 樹脂製受皿 4 0

37 馬蹄錠(かんぬきのめっき) 4 0

38 かぎのめっき 5

360
310
120
130

80

39 かぎの樹脂カバー 4 0

40 電源スイッチ(樹脂製ケース) 3 0

41 電池（バッテリー）の樹脂カバー 3 0

42 制御基板 3 0

43 制御基板（はんだ付） 2 0

44 樹脂製充電器のケース 3 0

45 充電器（はんだ付） 3 0

46 樹脂製コネクタ 3 0

合計 230件 6件 5件 0 0 0 0 4.8

※：

バスケット

錠

ブレーキワイヤー類

キャリパブレーキ

バンドブレーキ

リフレクタ

№ 分析部品 部品の分析部（パーツ）

ツートンカラーのものもあり、１色に対し１分析を行った

定性分
析数

定量分析結果単位：［μｇ／ｇ（ｐｐｍ）］

フレーム

サドル

ペダル

電動アシスト

どろよけ

ハブ

ランプ
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Ｃ 代替部品の予備調査 

 

１．はじめに 

 樹脂製品を屋外で使用したときの材料劣化の最大原因は紫外線であり、耐光性、耐候性

は特に重要な耐久性能である。また、劣化には紫外線のほかに酸素や気温、湿度、雨など

の要因が複雑に影響する。この劣化状況を再現する方法として屋外暴露試験と人工光源促

進試験がある。 

 屋外暴露試験は、試験体を屋外に放置する方法で設備的コストはかからないが、気象は

年、季節、日により変動し、同じ場所で試験をしても試験結果が必ずしも一定しない。ま

た、紫外線量は地域差があり、さらに、試験期間が長くかかる等の問題もある。 

 一方、人工光源促進試験は太陽光の波長分布に近い光源を使用し樹脂の劣化を促進させ

るため、試験時間が短縮され、再現性も良好である。光源は、カーボンを燃焼させる方式

（サンシャインカーボンアーク灯式耐光性試験等）とランプを光源とする方式（キセノン

アークランプ式耐光性試験等）のものとがある。また、降雨装置を取り付けたウェザーメ

ータ（耐候性試験機）と、降雨装置がないフェードメータ（耐光性試験機）とがある。 

今回、代替部品の予備調査として、自転車部品全般の環境負荷物質の含有状況調査結果

を踏まえ、にぎりとペダルについて環境負荷物質（鉛）を含有する部品と、含有しない部

品について、人工光源促進試験であるキセノンアーク耐光促進試験を行った。その後、試

験前後の外観等の変化を目視観察し、ＪＩＳ規格試験等により性能比較を行った。 

 

２．試験方法 

２．１ 試験体 

今回耐光性試験を行った部品はにぎり及びペダルであり、定性分析により環境負荷物質

として鉛が検出されたものと検出されなかったものを供試品とした。（表Ｃ－１参照） 

２．２ 耐光性試験 

 今回、代替部品の耐光性試験として行ったキセノンアーク耐光促進試験法は、石英ガラ

ス製発光管に封入されたキセノンガスが放電により励起され、基底状態に戻るときに発光

する光を利用している。このキセノン光は他の光源と比較すると最も太陽光に波長が似て

いるという特徴を持っているが、劣化促進性がやや劣るという欠点もある。 

キセノンアーク耐光促進試験の試験条件は、降雨装置がないフェードメータとし、放射

照度は０．５０Ｗ／ｍ２（at ３４０nm）、試験温度は黒体（ブラックパネル）温度（試料面
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の温度を表す黒色に塗装した温度計）６３±３℃、フィルターは内側、外側ともボロシリ

ケート（ホウ酸ガラス）、試験時間は２００時間である。 

耐光性試験前後の外観等の変化として、目視により色落ちやサイズ変化を目視観察した。 

 

２．３ 性能比較 

にぎりの性能比較は、JIS D 9301 7.6

に規定されているにぎりの離脱力試験を

行った。この試験は、試験用ハンドルバ

ーににぎりを取り付け、６０±２℃の温

水に４時間浸せき後試料を取り出し、 

３０分経過後に引張り具によってにぎり 

の元の部分を引っ張ったときの離脱力を 

測定する試験である。写真Ｃ－１に試験 

状況を示す。 

一方、ペダルの性能比較として、JIS D 9301 7.11.3 に規定されている合成樹脂製ペダ

ルの耐寒試験、および自転車安全基準（社団法人 自転車協会）の 5.8.1(2) に規定され

ている耐衝撃性試験（側面）を行った。ペダルの耐寒試験方法は、－２０±２℃に３０分

間保冷した後、直ちに質量８kg のおもりを２００mm の高さから落下させ、ペダル体の損傷

を見る試験である。試験状況を写真Ｃ－２に示す。 

                     

  

写真Ｃ－１ にぎりの離脱力試験状況 

写真Ｃ－２ ペダルの耐寒試験状況 写真Ｃ－３ ペダルの耐衝撃試験状況
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 （社）自転車協会の自転車安全基準の耐衝撃性試験（側面）方法は、ペダルをクランク

はめ合いねじ部で固定し、先端を半径８mmで丸めた形状を持つおもりを使用して１０J（例

えば質量１０kg のおもりならば１００mm の高さから落下）の衝撃力をペダル体側面の中央

に与え、ペダル体の損傷を見る試験である。試験状況を写真Ｃ－３に示す。 

試験は耐寒試験を最初に行い、異状が認められない場合に耐衝撃試験を行うこととした。 

 

３．試験結果 

３．１外観等の変化 

耐光性試験の結果について外観等の変化を写真Ｃ－４～写真Ｃ－７に示す（写真ではす

べて左側が試験前、右側が試験後）。試験後の変化として色落ち、サイズ変化を目視により

観察した結果を表Ｃ－１に示す。 

鉛を検出したにぎりは、サイズ変化として縮みが認められた。また鉛を検出したペダル

は検出しなかったそれより脱色が顕著に認められた。 

  

写真Ｃ－４ にぎりＡ（非検出）      写真Ｃ－５ にぎりＢ（検出） 

  

  写真Ｃ－６ ペダルＣ（非検出）      写真Ｃ－７ ペダルＤ（検出） 
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表Ｃ－１ 耐光性試験後の変化 

部品名 鉛含有状況 色 色落ち サイズ変化 

にぎりＡ 非検出 茶 若干の脱色 変化なし 

にぎりＢ 検出（7,100ppm） 灰 若干の脱色 縮み 

ペダルＣ 非検出 灰 若干の脱色 変化なし 

ペダルＤ 検出（ 21ppm） 灰 脱色 変化なし 

 

３．２性能比較 

にぎりの試験結果を表Ｃ－２に、ペダルの試験結果を表Ｃ－３にそれぞれ示す。 なお、

ペダルについては耐寒試験において異状が認められなかったため、引き続き、耐衝撃性試

験も行った。 

表Ｃ－２ にぎりの離脱力試験結果 

部品名 鉛含有状況 耐光性試験の有無 離脱力（単位＝Ｎ） 

有 １８０ にぎりＡ 非検出 

無 １２４ 

有 １２１ にぎりＢ 検出（7,100ppm） 

無 １５３ 

 

表Ｃ－３ ペダルの試験結果 

部品名 鉛含有状況 耐光性試験の有無 耐寒試験 耐衝撃性試験

有 異状なし 異状なし ペダルＣ 非検出 

無 異状なし 異状なし 

有 異状なし 異状なし ペダルＤ 検出（ 21ppm） 

無 異状なし 異状なし 

にぎりの場合、表Ｃ－２に示したように、耐光性試験の有無による離脱力の比較では、

含有しないにぎりＡは耐光性試験を行ったにぎりの方が値は高く、一方、鉛を含有してい

るにぎりＢは耐光性試験を行わないにぎりの方が値は高かった。しかし、にぎりＡとにぎ

りＢは同じ形状、色の供試品ではないこともあり、にぎりの離脱力における鉛の含有の有

無と耐光性試験の影響について結論を出せなかった。しかし、ＪＩＳ規格に定められてい
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る１００Ｎ以上の離脱力にすべての供試品は合格しており、非検出でも問題のない値を示

している。 

ペダルについては表Ｃ－３に示したように、鉛含有の有無および耐光性試験の有無に関

係なく、すべての試験において供試品に異状が認められなかった。 

以上の結果より、環境負荷物質である鉛は、耐光性向上の著しい効果が認められなかっ

た。耐光性向上ではなく、別の目的、例えば樹脂の流れ性を良くするために添加剤として

使用している可能性が高い。したがって、成型型の温度や樹脂の温度や注入速度、注入圧

力の管理、樹脂の流れやすい成型型の形状に変更、等により、にぎり、ペダルとも鉛を含

有しない材料での成型が望まれる。 

今回の予備調査を受けて、さらに代替部品の技術的課題の調査を進めたい。 
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Ｄ まとめ 

 

現在、自転車はＲｏＨＳ指令等が適用されている環境負荷物質が法的に規制されてはい

ない。しかし、いずれ規制の対象となるかもしれないとの予測により、今回自転車の環境

負荷物質モデル分析および代替部品の予備調査を行った。 

今回分析した部品およびパーツの分析数２３０件において、環境負荷物質が含有してい

たのは、１１件であった。既述のとおり、本調査自体対象車種、対象部品に制約があり、

自転車全体の調査ではないこと以外に、以下の理由が考えられる。 

① 今回分析を行った自転車は比較的高価格帯のものを対象としたために、半数近くの割合

で日本メーカーの部品が使用されていたこと 

② 通常は鉄製にめっきを施すことが多い部品にもステンレスが多用されていたこと 

③ 一部の完成車メーカーおよび部品メーカーではすでに環境負荷物質使用の回避や削減

に取り組んでいること 

等によると考察される。しかし、現在、日本国内で流通している自転車の８０％以上が中

国から輸入されており、さらに一般的に乗用されている１万円前後の自転車に使用されて

いる部品は、部品メーカーも中国製が多く、今回分析した部品と同じレベルにあるとは考

えにくい。 

また、合金中に含まれる不純物としての環境負荷物質含有の課題もある。さらに、樹脂

製品の場合は、意図的に添加しなくても、環境負荷物質含有の製品を成型し、その後でそ

の型に残渣として残っている樹脂が混入するケースも考えられる。 

加えて、六価クロムの分析については「自転車環境負荷物質モデル分析の方法と分析結

果」のまとめの項でも述べたように、欧州連合（ＥＵ）ＲｏＨＳ技術適合委員会（ＴＡＣ）

が提案している分析値の表示方法や均質物質の定義の問題がある。今回、六価クロムを含

有していると思われるクロメート処理が施されているにもかかわらず、上記の問題のため

今回の分析結果において、ＲｏＨＳ指令の閾値をクリアしているが、閾値をクリアさえす

れば、このままクロメート処理を継続しても良い訳ではない。そもそもＲｏＨＳ指令は環

境あるいは人体に対して有害な物質は削減、排除していこうという規制であり、意図的に

使用することを止めようという規制であることを明記しておく。 

今回のモデル分析結果から、錠のかぎを除き、部品対象の部品個々で見てみると、環境

負荷物質が閾値以下または認められなかったパーツが存在したことにより、代替部品は存
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在していることがわかった。また、はんだは鉛フリー化の動きがあり、光センサーにはカ

ドミウムを含まない代替製品があるといわれている。 

こうした情報を集約し、一般に公開することにより情報の共有化を図り、環境負荷物質

を含まない地球環境にやさしい自転車を作ることも可能であることがわかった。 

代替部品の予備調査では、環境負荷物質を含有・非含有の部品（にぎり、ペダル）を対

象にした耐光性促進試験およびその後の性能比較試験において、差異は認められなかった

ことから、製造上の技術的課題がクリアできるならば、あえて環境負荷物質含有の製品を

製造しなくてもよいことになる。 

今後、自転車業界が環境負荷物質の使用を回避、削減する際の技術的課題を解決し、自

転車アセスメントマニュアルガイドライン（平成１７年度改訂版）に示された考え方を参

考に、環境負荷物質使用の回避、削減を進めた自転車づくりを期待するものである。 

 

今回の事業を遂行するにあたり、吉田捷二氏、社団法人自転車協会、完成車メーカー８

社および自転車部品メーカー各社、株式会社島津テクノリサーチの協力を得ました。ここ

に感謝の意を表します。 
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参考資料 

 欧州連合（ＥＵ）に於ける環境負荷物質の規制と 

わが国の関連する企業の負荷物質削減に対する取組み状況 

 

１．はじめに  

欧州連合（ＥＵ）は、経済力が小さい隣国同志が連携することにより、巨大国家となり、

世界に大きな影響を与えるようになった。他方で、経済発展に伴う大量生産、大量消費、

大量廃棄の経済活動は、大量の廃棄物を排出し、不法投棄などさまざまな環境問題を引き

起こす要因と成っている。 

こうした環境問題にＥＵ独自の価値観で、有害物質が健康や環境に与えるリスクを考慮

した規制を打ち出している。 

わが国が欧州連合（ＥＵ）に輸出する製品は同様の規制をクリアすることが必要である。

この現状を踏まえ、欧州連合（ＥＵ）に於ける環境負荷物質の規制と、その概要について、

電気電子機器関連業界、自動車関連業界等の環境負荷物質削減の取組み状況を紹介する。

なお、資材の「調達基準」の統一と、電気電子機器業界の「グリーン調達」についても補

足した。業界が違っても、環境負荷物質の削減は、製造事業者にとって共通したひっ迫し

た環境問題となっている。 

 

２．環境負荷物質の規制 

 環境負荷物質の規制の概要を紹介する前に、欧州連合（ＥＵ）の生い立ちについて記述

する。 

２．１ ＥＵの歴史 

 ヨーロッパの歴史は有史以来戦争が続いたので、二度と戦争を起こさせないように石炭

や鉄鋼などの軍事力の基礎となる産業部門の管理や、基幹資材の共同管理を目的とし、参

加国に対して決定権を持つ最高機関の創設の提唱をきっかけにＥＵが誕生した。 

１９５１年４月に石炭、鉄鋼等の軍事力の基礎となる産業部門の共同管理を目的にドイ

ツ、ベルギー、フランス、イタリア、ルクセンブルグ、オランダの６カ国が欧州石炭鉄鋼

共同体(ＥＣＳＣ)設立条約に調印したのが、ＥＵの基礎となった。 

 １９６７年７月に欧州石炭鉄鋼共同体、欧州経済共同体(ＥＥＣ)、および欧州原子力共

同体(ＥＡＥＣ)が統合され、欧州共同体（ＥＣ）と改称している。さらに、１９７３年１

月に英国、アイルランド、デンマークが加盟して９カ国に拡大した。 

 １９９２年２月に共通安全保障政策および司法・内務協力の２領域を加えたマーストリ

ヒト条約(欧州連合条約)が調印され、翌年１１月に欧州連合（The European Union＝ＥＵ）

が創設され、１９９５年１月には１５カ国に、２００４年５月には２５カ国に拡大された。

さらに２００７年１月にはブルガリアとルーマニアの加盟があり、現在の２７カ国となっ

ている。 
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 またＥＵが誕生したもう一つの理由は、経済力が小さい隣国同士が連携することにより、

ひとつの巨大国家となり、その政策が世界に大きな影響を与えるためでもある。 

ＥＵの場合、２００４年に２５カ国になったとき、人口は４億５０００万人となりアメ

リカの２億７８００万人を越えた。ＧＤＰ(国民総生産)は９兆６５００億ＵＳ＄となり、

アメリカの１０兆４０００億ＵＳ＄（２００２年）に匹敵することになった。 

 

２．２ 各指令の背景と概要 

２．２．１ ＲｏＨＳ(Restriction of the use Of certain Hazardous Substances in 

electrical and electronic equipment)指令 

 制定の背景にはＥＵ独自の価値観があるが、電気電子機器製品に含まれる有害物質、お

よび生産工程における有害物質が健康や環境に与えるリスクを考慮している。また、廃電

気電子機器に含まれる有害物質を削減し分別回収する必要性や、リサイクルされてもそれ

らの製品に含まれる有害物質が健康や環境に与えるリスクを回避する目的がある。 

ＲｏＨＳ指令により特定されている有害物質は鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、臭

素系難燃剤であるＰＢＢ(ポリ臭化ビフェニル)およびＰＢＤＥ(ポリ臭化ジフェニルエー

テル)の合計６物質である。これらの最大許容濃度(閾値)はカドミウムが均質材料の重量比

で０．０１ｗｔ％（１００ｐｐｍ）、それ以外の物質は０．１ｗｔ％（１，０００ｐｐｍ）

である。 

ＲｏＨＳ指令が公布されたものの、対象製品の明確化、除外規定の取り扱いや追加、均

質物質の定義、有害物質の分析方法の標準化等さまざまな技術的課題が検討項目として挙

げられ、ＴＡＣ（IEC62321 TC111 WG3）委員会で検討されている。 

  

２．２．２ ＷＥＥＥ(Waste Electrical and Electronic Equipment)指令 

これは廃電気電子機器指令といわれるもので、環境の保全と保護、ならびにその質の向

上を目指し、人の健康を保護し、賢明かつ合理的に資源を利用することを目的としている。 

この指令が制定された背景は、企業は技術進歩により便利な家電製品を次々と開発し、

販売する。市民はより文明的な生活を求め、新製品を購入する。使用済みあるいは入れ替

えられた旧製品は廃棄される。この廃棄される電気電子機器はＥＵ域内では１年で平均一

人当たり２０ｋｇ発生しており、しかも年々増加しているという問題がある。 

廃電気電子機器の不適切な処分や、適切な処分後の経時変化により、土壌や水質が汚染

される可能性がある。廃棄物埋立地の鉛の４０％、焼却施設の鉛の５０％はこれら廃電気

電子機器に起因するとの報告もある。また、廃電気電子機器には鉛以外にもクロム、水銀、

カドミウムなどの有害物質を含んでおり対応が急がれている。 

さらに、これらの物質は汚染濃度が低くても、食物連鎖により濃縮されて、現代の人の

みではなく、子供や孫への健康被害が懸念されるようになってきた。 

 ＷＥＥＥ指令は全１９条からなっており、各条項間の関連は設計・生産から廃棄処理ま
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たは再生のライフサイクル全般にわたる要求となっており、食物連鎖のサイクルを断ち切

るのがＷＥＥＥ指令の狙いである。 

 

２．２.３ ＲＥＡＣＨ(Registration,Evaluation and Authorization of Chemicals)規則 

 化学製品、自動車、電機等幅広い産業において、新規および既存の全ての化学物質につ

いて、事業者が化学物質の安全性や取り扱いに関する情報提供等の責任を要求する規定で

ある。流通段階における上流企業は下流に販売する場合、化学物質利用から生ずるリスク

の評価を自ら行いは、川下の企業に情報を提供する。川下の企業は知らされたリスク情報

を精査し、約３万種類の化学物質の適正な管理を促している。 

 運用に当たっては、製造業者、輸入業者に対して、化学物質の登録制度に則った登録を

促し、登録していない物質は市場に流通させることができない。登録に当たっては、製造

業者や輸入業者によるリスク評価の要求や提供するリスク情報の差異を設ける。特に発が

ん性、変異原性および生殖毒性等を誘発する恐れのある高懸念物質に対しては、製造量、

輸入量に係りなく市場での流通を許可制としたり、使用の制限をするなどの処置が規定さ

れている。 

  

２．２．４ ＥＬＶ(End-of Life Vehicles)指令 

使用済み自動車は、販売事業者、シュレッダー事業者等を経て解体され、有用部品や鉄・

非鉄金属は回収、再使用されている。残りの１５％程度がシュレッダーダストとして埋め

立て処分されており、年々増加傾向にある。ＥＬＶ指令は、これら使用済み車両からの有

害廃棄物の低減と適正処理を図り、環境に影響を及ぼさないように配慮することを目的と

し、原則として販売される新車に適応される。 

 リサイクル率に関しては、自動車メーカーが車両ごとにリサイクル可能部品重量を算出

した理論値と、廃自動車を引き取った際にリサイクルした実績の重量割合の実績率の２種

類がある。ＥＬＶ指令では、２００６年以降は使用済み自動車の平均重量で、再利用・回

収率を８５％に、再利用・リサイクル率を最低８０％に達成することを、２０１５年以降

は再利用・回収率を９５％に、再利用・リサイクル率を最低８５％にすることを目標とし

ている。 

 また、有害物質の使用規制に関しては鉛、カドミウム、水銀および六価クロムの４種類

で、閾値はＲｏＨＳ指令と同様にカドミウムが０．０１ｗｔ％、それ以外の物質は０．１

ｗｔ％である。 

 

 以下に、参考として、ＲｏＨＳ指令により特定されている６物質について人体に与える

影響等を表１に示す。 
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表１ 特定有害物質の有害性 

有害物質名 有  害  性 

鉛 神経や造血器に影響を与える。また、子供の知能発達障害、注意欠陥障害、

聴覚障害、多動、知能低下、一部の筋肉麻痺などに影響があるとされている。

成人の場合は性欲減退、女性では不妊、男性では勃起機能不全(インポテン

ス)が多く見られる。 

水銀 

 

 

肉食魚に蓄積されやすく、記憶に新しいところでは水俣病の原因物質であ

る。無機有機に係りなく生殖機能に影響を及ぼし、男性ホルモンのテストス

テロンレベルに影響する。高濃度暴露では、精神遅滞、脳性麻痺、発作、聴

覚障害、視覚障害、言語障害などを含む多くの障害に関連している。 

カドミウム 人の肝臓、腎臓に蓄積し、腎機能障害を生じる。経口摂取による中毒量は

１５ｍｇで、骨軟化症(富山県神通川流域のイタイイタイ病)等の原因物質で

ある。また、吸入による肺の発がん物質でもある。 

六価クロム 細胞膜を透過しやすく、呼吸器、消化器から吸入されて浮腫、潰瘍や皮膚

への影響を生じさせる。またクロム酸塩は刺激性皮膚炎、アレルギー性皮膚

炎などのほか腎障害、肝障害、肺の充血と浮腫、歯の浸食と変色および肺の

発がん物質でもある。 

ＰＢＢ 脂溶性が高く、生物蓄積性を有し、生物濃縮される。記憶力の減退、抑う

つなどの中枢神経症や小児の発育不全などの原因物質として疑われている。

また、ホルモン撹乱物質の候補でもある。環境ホルモンはきわめて微量でも

蓄積性が高く、現在大きな影響がなくても、疑わしきは避けて通るという考

え方である。 

ＰＢＤＥ 自然環境で分解されず、体内蓄積性が高く、水に溶けてプランクトンや魚

を通して食物連鎖で人体に入る。また皮膚からも吸収される。甲状腺の働き

を乱すなどのホルモン撹乱作用や脳の発達に異常をきたすと指摘する研究

者がいる。焼却などで通常の塩素系ダイオキシン類に匹敵する毒性を持つ臭

素化ダイオキシンが発生する危険性がある。 

 

３．わが国の環境負荷物質削減の取組み状況 

３．１ 電気電子機器関連業界 

 国内では、2001 年 4 月に家電リサイクル法が施行され、従来は遺棄処理されていたエア

コン、テレビ、冷蔵庫および洗濯機の 4 品目について一定以上のリサイクルの実施が義務

付けられた。 

 ＲｏＨＳ指令では、ほとんど全ての電気電子機器製品を対象に、特定の化学物質の使用

を制限し、健康や環境に与えるリスクを回避しようとしている。これに対応するには、製

造業者だけでは物理的にも経済的にも不可能に近いため、原材料メーカーや部品製造メー
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カーと連携した対応が必要となった。このため、製造業者ごとに個別に定めてきた資材の

調達基準＊１を統一し、部品製造者等取引先の労力を軽減する取組みも開始した。電気電子

機器業界では、グリーン調達＊２調査共通化協議会の主導により、製品に含有する化学物質

に関するガイドラインを 2003 年 7 月に発表し、『製品安全データシート』により運用して

いる。主な電気電子機器および化学製品製造者の取組みを表２に、調達ガイドラインの取

り組みの一例としてその表紙を別添１．１に、その目次を別添１．２に紹介する。なお、

その詳細はインターネットの“グリーン調達”で検索すると、各社の取り組み状況が紹介

されている。 

 

 

表２ 主な電気電子機器および化学製品製造者の取組み 

企業名 主な取組み 

電機Ａ社 ・国内外の取引先に対し、ＰＣＢ、アスベスト類などの不使用を義務付け、そ

の不使用承諾書の提出を求める。 

電機Ｂ社 ・「グリーン調達ガイドライン」を策定し、取引先約８００社のランク付けを

完了。低ランクの取引先には改善計画書を要請。 

・部品、材料の有害物質の調査をグリーン調達調査共通化協議会のガイドライ

ンにより実施。 

電機Ｃ社 ・調達先約４２００社に対して、環境管理システム、業務管理、工程管理の３

側面から一定の基準を満たした取引先をグリーンパートナーと認定。 

・認定後も定期的に監査と化学物質不使用証明、測定データを確認。 

電機Ｄ社 ・独自の「グリーン調達ガイドライン」に基づき、部材の化学物質や希少資源

の含有率等を提出させ、環境負荷の低減に優れた取引先４００社を優先。さら

に禁止物質群を拡大。 

電機Ｅ社 ・環境影響の少ない部材を優先的に調達する「グリーン調達」の取組みを開始。

・主要取引先４３０社に向け説明会を実施し、ＰＢＢ，ＰＢＤＥ等１６種の化

学物質の即時廃止と将来的に鉛等４種の物質の全廃について協力を要請。 

電機Ｆ社 ・「グリーン調達ガイドライン」を取引先に配布し、インターネットを活用し

て情報を収集。 

・機器接続用の鉛はんだについては、代替品を開発済み。 

電機Ｇ社 ・独自のグリーン調達基準に基づき、環境マネジメントシステムの構築・運用

と指定禁止物質を含まない部材を要求。 

・廃製品のリサイクル網をＥＵ域内に構築準備。 

電機Ｈ社 ・国内外の約１万社の取引先に対して、有害物質を使用していないことを契約

条件に追加。 

・認定制度を設けて化学物質管理の優良企業を育成。 
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化学Ａ社 ・独自の「グリーン調達ガイドライン」を制定すると共に、グリーン調達調査

共通化協議会に参画。 

・約５００社の取引先を調査、２００３年度末グリーン化１００％を目標。 

化学Ｂ社 ・製品に含まれる有害物質を把握・管理する仕組みを構築し、電気・自動車製

造者等の顧客に情報を開示。 

(出典) 三井住友海上・インターリスク総研報告書より 

３．２ 自動車関連業界 

 国内では、2002 年 7 月にカーエアコンのフロン類とエアバッグのアジ化ナトリウムの処

理が対象となった。また、2005 年 1月より自動車リサイクル法が公布され実施されている。 

これに対しＥＬＶ指令では、一部の例外を除き、鉛等の４物質の使用が制限されている。

特に、全ての使用済み自動車を回収しなければならないので、低コストで適切な回収・解

体・処理等のネットワークをＥＵ域内に構築する必要がある。自動車製造者は自動車工業

会の主導により自動車部品の材料等の含有物質調査に必要な項目を統一し、『部品・材料デ

ータ収集システム』、『相互入力およびデータ管理の効率化のための統一データシート』等

のシステムを構築した。表３に主な自動車製造者の取組みを紹介する。 

 

表３ 主な自動車製造者の取組み 

企業名 主な取組み 

Ａ社 ・部品、資材関連取引先に調達ガイドラインを提示。 

・ＩＳＯ14001 認証登録の他に環境負荷物質の管理とデータの提示を求める。 

・取引先向けにＥＬＶ指令対応の説明会を実施し、協力を要請。 

Ｂ社 ・環境負荷物質低減に関する方針、指標、管理方法を取引先に展開。 

・規制対象物質について使用を廃止(一部除外部品を除く) 

Ｃ社 ・グリーン購買ガイドラインを策定し、部品資材に含有する化学物質の削減・廃

止のスケジュールを決定。 

・規制対象スケジュールの策定 

Ｄ社 ・取引先と連携し、化学物質の含有量を収集・把握。規制対応完了。 

Ｅ社 ・ＥＵに環境専門チームを発足させ、各国の法規制、技術動向等の情報を把握。

・取引先と連携し、環境負荷物質の使用削減の計画を策定。 

 

 

＊１資材の調達基準 

電気電子機器関連業界や自動車関連業界等はＥＵからの各規制に対応するために、資材

の調達の基準を自主的に作成している。 

 これまでの資材調達の基準は品質、コスト、納期が基本であった。これに、環境経営を

目指す大手企業などがＩＳＯ１４００１（環境マネージメントシステム）のシステム構築
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の一環として、資材調達基準に環境を新たに入れる動きが始まった。 

 一方、ＥＵに輸出される電気電子部品はＲｏＨＳ指令として、その電気電子部品を廃棄

する際にはＷＥＥＥ指令として、自動車はＥＬＶ指令として、それぞれ法律により化学物

質使用の規制が始まった。 

 ＥＵに輸出している電気電子機器製造業界および自動車業界各社は、資材調達基準を設

定、公表し、認定したサプライヤーのみと取引を継続するという基準も多くある。サプラ

イヤーは資材調達基準に対応できなければ取引が停止されることになるので、サプライチ

ェーンの生き残りをかけて、代替技術や材料開発を行うこととなる。 

 

＊２グリーン調達 

グリーン調達とはＥＵにおける電気電子機器に対するＲｏＨＳ指令や、自動車に対する

ＥＬＶ指令等に端を発し、他の製品においても含有される有害物質を規制しようとする動

きに対応することを目的としている。具体的には、該当企業および関連企業が部品や材料

の調達段階で自社製品に規制対象物質が混入することを防止するために作成された自主調

達基準である。 

電子電気製品や自動車等は数千から数万に上る部品から構成されている。その全ての部

品について有害物質含有の検査を実施することは物理的にも経済的にも不可能に近いため、

部品や材料を調達する段階で、調達先に規制物質の非含有を保証させる仕組みである。最

上流の材料メーカーのデータを最終販売メーカーまで伝言ゲームのように伝えることによ

り、製品の安全性を担保するもので、グリーンサプライチェーンと呼ばれている。 
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○○○○
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別添１．２ 
 

 

○○○ 
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